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告   示 

◎新潟県告示第966号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。 

令和５年９月８日 

新潟県南魚沼地域振興局長 

１ 解除に係る保安林の所在場所 

 新潟県十日町市馬場庚182の３、庚189の６ 

２ 保安林として指定された目的 

 なだれの危険の防止 

３ 解除の理由 

  指定理由の消滅 

 

◎新潟県告示第967号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。 
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令和５年９月８日 

新潟県南魚沼地域振興局長 

１ 解除に係る保安林の所在場所 

 新潟県十日町市会沢字十二平1177の７、1177の８ 

２ 保安林として指定された目的 

 なだれの危険の防止 

３ 解除の理由 

  道路用地とするため 

 

◎新潟県告示第968号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。 

令和５年９月８日 

新潟県南魚沼地域振興局長 

１ 解除に係る保安林の所在場所 

 新潟県十日町市会沢字十二平1178の４ 

２ 保安林として指定された目的 

 なだれの危険の防止 

３ 解除の理由 

  指定理由の消滅 

 

◎新潟県告示第969号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、長岡市の三島郡北部土地改良区から次のとお

り役員が就任した旨の届出があった。 

令和５年９月８日 

新潟県長岡地域振興局長 

１ 就任 

 理事 長岡市寺泊弁才天822番地    大塚 勝巳 

  就任年月日 令和５年８月28日 

 

◎新潟県告示第970号 

新潟県建設工事入札参加資格審査規程（昭和58年12月新潟県告示第3296号）の一部を次のように改正し、令和

６年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  

別記（第６条、第16条関係） 

建設工事入札参加資格審査事項 

競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次

のとおりとする。 

１ （略） 

２ 主観的事項 

(1)～(3) （略） 

(4) 社会貢献活動等の状況 次のアからキまで

に掲げる事項の該当の有無 

 ア （略） 

イ 男女共同参画の推進状況 新潟県が行う

男女共同参画の推進に積極的な企業等とし

別記（第６条、第16条関係） 

建設工事入札参加資格審査事項 

競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次

のとおりとする。 

１ （略） 

２ 主観的事項 

(1)～(3) （略） 

(4) 社会貢献活動等の状況 次のアからキまで

に掲げる事項の該当の有無 

 ア （略） 

イ 男女共同参画の推進状況 新潟県が行う

男女共同参画の推進に積極的な企業等とし
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てのハッピー・パートナー企業の登録及び

次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる事項 

 (ｱ)～(ｳ) （略） 

 (ｴ) 新潟県妊娠・出産・子育て関連有給休

暇制度利用奨励金交付要綱別表１の要件

を満たす有給休暇制度の整備 

 

ウ～オ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カ （略） 

 キ 建設キャリアアップシステムの登録状況 

建設キャリアアップシステムの事業者登

録 

(5)・(6) （略） 

てのハッピー・パートナー企業の登録及び

次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる事項 

 (ｱ)～(ｳ) （略） 

 (ｴ) 新潟県子育て有給休暇制度創設奨励金

交付要綱別表又は新潟県妊娠・出産関連

有給休暇制度創設奨励金交付要綱別表

の要件を満たす有給休暇制度の整備 

ウ～オ （略） 

 カ 個人番号カードの取得又は交付申請の状

況 別に定める従業者（以下カにおいて「従

業者」という｡)の数に対する行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成25年法律第27号）

第２条第７項に規定する個人番号カードの

交付を受けている従業者及び交付の申請を

した従業者で交付を受けていないものの数

を合計した数の割合が10分の７以上である

こと。 

 キ （略） 

 

 

 

(5)・(6) （略） 
  

 

◎新潟県告示第971号 

新潟県建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程（平成７年１月新潟県告示第96号）の一部を次のよう

に改正し、令和６年度の建設工事に係る測量、調査、設計等の業務の委託の一般競争入札、指名競争入札及び随

意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という｡)に対応する同表の改正後の欄中

号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という｡)が存在する場合には当該移動号を当該移動後号とし、

移動号に対応する移動後号が存在しない場合には当該移動号を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  

（参加資格の承継） 

第８条 （略） 

２ 前項の規定により参加資格を承継しようとする

者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類

を知事に提出しなければならない。 

 (1)～(4) （略） 

  

 (5) （略） 

(6) （略） 

３・４ （略） 

（参加資格の承継） 

第８条 （略） 

２ 前項の規定により参加資格を承継しようとする

者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類

を知事に提出しなければならない。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 別に定める様式による技術職員経歴書 

 (6) （略） 

(7) （略） 

３・４ （略） 
  

 

◎新潟県告示第972号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県長岡地域振興

局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 
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１ 作業種類 公共測量（県営中山間地域農業農村総合整備事業 栗山地区 用地測量 その１） 

２ 作業期間 令和５年８月２日から令和５年12月29日まで 

３ 作業地域 小千谷市真人町 地内 

 

◎新潟県告示第973号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県長岡地域振興

局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（県営中山間地域農業農村総合整備事業 栗山地区 用地測量 その２） 

２ 作業期間 令和５年８月２日から令和５年12月29日まで 

３ 作業地域 小千谷市真人町 地内 

 

◎新潟県告示第974号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局新潟港湾・空港整備事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規

定により公示する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共水準測量（２級） 

２ 作業期間 令和５年８月28日から令和６年３月15日まで 

３ 作業地域 新潟港（東港地区、西港地区）及び周辺、新潟空港 

 

◎新潟県告示第975号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県新潟地域振興

局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（経営体育成基盤整備事業 若宮地区 第１次境界測量業務委託） 

２ 作業期間 令和５年９月11日から令和６年３月14日まで 

３ 作業地域 新潟県五泉市本田屋、東石曽根他 地内 

 

◎新潟県告示第976号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新発田市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（地盤変動調査 精密水準測量） 

２ 作業期間 令和５年９月１日から令和６年３月15日まで 

３ 作業地域 新発田市内一円 

 

◎新潟県告示第977号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局長岡国道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公

示する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（空中写真撮影、数値図化） 

２ 作業期間 令和５年８月25日から令和６年１月25日まで 

３ 作業地域 新潟県柏崎市鯨波地先～新潟県上越市柿崎区竹鼻地先 
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◎新潟県告示第978号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県南魚沼地域振

興局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（県営かんがい排水事業 上田第１地区用地測量） 

２ 作業期間 令和５年６月28日から令和５年８月６日まで 

３ 作業地域 南魚沼市雲洞 地内 

 

◎新潟県告示第979号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県十日町地域振

興局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（県営ため池等整備事業十日町市中条下条地区第１工区用地測量） 

２ 作業期間 令和５年７月６日から令和５年10月28日まで 

３ 作業地域 十日町市中条地内 

 

◎新潟県告示第980号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県佐渡地域振興

局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（県営防災重点農業用ため池緊急整備事業西野堤地区 用地測量） 

２ 作業期間 令和５年９月１日から令和５年９月25日まで 

３ 作業地域 佐渡市 沢根五十里 地内 

 

◎新潟県告示第981号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局河川部地域河川課長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により

公示する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（航空レーザ測量） 

２ 作業期間 令和５年８月９日から令和６年１月31日まで 

３ 作業地域 長岡市、新発田市、小千谷市、十日町市、村上市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、湯沢町、

津南町、関川村 

 

◎新潟県告示第982号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県新発田地域振

興局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（経営体育成基盤整備事業 荒川地区（全換地区）確定測量） 

２ 作業期間 令和５年９月４日から令和６年３月15日まで 

３ 作業地域 新潟県新発田市荒川ほか 地内 

 

◎新潟県告示第983号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新潟県南魚沼地域振

興局長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 
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令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（県営かんがい排水事業 上田第１地区用地測量） 

２ 作業期間 令和５年６月28日から令和５年８月４日まで 

３ 作業地域 南魚沼市雲洞 地内 

 

◎新潟県告示第984号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新潟県十日町地域振

興局長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和５年９月８日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（県営ため池等整備事業十日町市中条下条地区第２工区用地測量） 

２ 作業期間 令和５年５月30日から令和５年８月８日まで 

３ 作業地域 十日町市中条地内 

 

◎新潟県告示第985号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により指定した道路の位置を次のとおり取り消

した。 

令和５年９月８日 

新潟県南魚沼地域振興局長 

１ 取り消した指定道路の種類 

 第42条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

２ 取消しの年月日 

 令和５年８月１日 

３ 取り消した指定道路の位置等 

位     置 
幅員（メー

トル） 

延長（メー

トル） 

○取り消した部分（昭和54年８月30日指定の全部）

南魚沼市塩沢615番１の内、615番３の内、615番４

の内 

4.00 22.40 

 

病院局公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、多用途透析用監視装置について、次のとおり

一般競争入札を行う。 

令和５年９月８日 

新潟県立吉田病院長 中村 厚夫 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  多用途透析用監視装置（３台） 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  令和６年２月29日（木） 

(4) 納入場所 

  新潟県立吉田病院 透析室 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 
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 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡）をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条の規定に基づき暴力団、暴力団員又はこれら

の者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 959－0242 

  新潟県燕市吉田大保町32番14号 

  新潟県立吉田病院 経営課経営係 

  電話番号 0256－92－5111 内線413 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  令和５年９月22日（金）午後５時 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和５年９月29日（金）午前９時30分 

 新潟県立吉田病院 ２階会議室 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立吉田病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書 

 を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否  

要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 
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